
 
京都市発達障害者支援センター運営事業実施要綱 

 
（目的） 
第１条 この要綱は、発達障害者支援法（以下「法」という。）第２条第２項に規定する発達障害

者（以下「発達障害者」という。）に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害に

関する各般の問題について発達障害者及びその家族、関係施設や関係機関等の職員等（以下「発

達障害者やその家族等」という。）からの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、関

係施設、機関及び団体（以下「関係施設等」という。）との連携等により、発達障害者に対する

地域での総合的な支援体制の整備を推進し、もって、これらの発達障害者やその家族等の福祉

の向上を図ることを目的として設置する京都市発達障害者支援センター（以下「支援センター」

という。）の運営に関し必要な事項を定める。 
（実施主体） 
第２条 実施主体は京都市とする。 
２ 本市は、事業を適切に運営することができる公共的団体であって、法第１４条第１項に定め

るもの（以下「団体」という。）に事業の全部又は一部を委託することができる。 
３ 団体は、本市の承認を得て、受託する事業の一部について、他の団体に委託することができ

る。なお、この場合には、団体は、委託先の団体と連携を密にし、一体的に事業の運営に取り

組むものとする。 
（事業内容） 
第３条 支援センターにおいては、次の各号に定める事業を実施する。 

（1） 相談支援 発達障害に関する問題について、指導、助言又は情報提供を行う。 
（2） 発達支援 発達障害者の心理的な判定、指導、助言又は情報提供等を行う。 
（3） 就労支援 就労に向けた必要な相談等による支援を行う。 
（4） 普及啓発及び研修 発達障害に関する啓発を行うとともに、その特性、対処方法及び療

育方法等について関係施設等への研修を行う。 
（5） 前各号附帯業務 前各号に掲げる業務に附帯する関係機関との情報連携の推進を行う。 

（利用対象者） 
第４条 事業の利用対象者は、市内に居住する発達障害者やその家族等とする。ただし、発達障

害の特性を有すると思料される場合の利用を妨げるものではない。 
２ 前項の規定にかかわらず、前条第２号に規定する事業（以下「発達支援」という。）の利用対

象者は、医療及び療育等の観点から効果があると認められる発達障害者及びその家族（市外居

住者を含む。）とする。 
（利用の方法） 
第５条 事業の利用に関する相談及び受付は、支援センターにおいて行う。 
２ 発達支援のうち直接指導による療育（以下「療育」という。）を受けようとする者は、直接指

導による療育利用申請書（第１号様式）により市長に申請するものとする。 
３ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、直接指導による療育利用承認通知書（第２

号様式）により申請者に通知するものとする。 
（相談支援、就労支援及び普及啓発・研修の方法等） 
第６条 相談支援、就労支援及び普及啓発・研修の方法等については、関係施設等と連携しなが



ら行う。 
（発達支援の方法等） 
第７条 発達支援の方法は、発達障害者の円滑な社会生活を促進するため、個々の障害特性に応

じて、個別又は集団で行う。 
（関係施設及び機関との連携） 
第８条 支援センターは、発達障害者に対し、福祉、保健、医療、教育、就労の各分野の支援が

総合的に提供されるよう、関係施設等との密接な連携を図る。 
２ 支援センターは、発達障害者に対する総合的なサービスのあり方を検討するため、関係施設

等により構成される連絡協議会を定期的に開催する。 
３ 連絡協議会については、別に定める。 
（苦情解決等） 
第９条 支援センターにおいては、その事業に関し発達障害者又はその家族からの苦情を受け付

けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ、迅速かつ適切に対応しなければならない。 
２ 支援センターは、前項の苦情解決に当たり、必要に応じて第三者委員を委嘱することができ

る。 
３ 前項の第三者委員については、第１１条第２項から第４項までの規定を準用する。 
４ 事業を受託する団体は、受託事業に関し本市が行う文書その他の提出及び提示並びに質問、

照会及び調査に協力するとともに、本市からの指導又は助言に従い必要な改善等を行わなけれ

ばならない。 
（費用） 
第１０条 事業の利用に係る費用は無料とする。ただし、療育については、京都市こころの健康

増進センター条例（以下「条例」という。）第７条第３項及び第４項の規定によるものとする。 
２ 前項の規定に定めるもののほか、利用者に帰すべき負担については、別に利用者が負担する

ことがある。 
（アドバイザー） 
第１１条 支援センターは、第３条各号に掲げる事業その他支援センターが実施する事業におい

て、専門的な医学的見地等に基づく助言を得る必要がある場合、アドバイザーを委嘱すること

ができる。 
 ２ アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 
 ３ アドバイザーは、その職の信用を傷つけ、または本市の名誉を損なう行為をしてはならな

い。 
 ４ アドバイザーが本要綱に違反したときは、任期の途中であっても、当該アドバイザーを解

任することができる。 
 
（その他） 
第１２条 法、発達障害者支援センター運営事業の実施について（平成１７年７月８日付け障発

第０７０８００４号）、「発達障害者支援センター運営事業の実施について」の取扱いについて

（平成１７年７月８日付け障障発第０７０８００１号）及び条例に規定するもののほか、この

要綱において別に定めるとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項については、

こころの健康増進センター所長が別に定める。 



附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成１７年１１月１日から施行する。 
（準備行為） 
２ 前項の規定にかかわらず、京都市発達障害者支援センター運営事業の実施に必要な準備行為

は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。 
附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
  附 則 
この要綱は、平成２５年１１月１５日から施行する。 
  附 則 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 
この要綱は、平成３１年３月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和６年１月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和８年３月２５日から施行する。 



第 1 号様式（第５条関係） 

直接指導による療育利用申請書 

年  月  日 

（宛先）京都市長 

 

保護者 住所 

 

                       氏名 

                        （対象児童との続柄：      ） 

                      電話 

 

 

次のとおり、直接指導による療育の利用を希望するので申請します。 

対象となる児童 

氏  名 

 

生年月日 

 

年    月    日 

（注）該当する□には、レ印を記入してください。 

 

 

生活保護世帯の方及び市民税非課税世帯の方については、利用料金が免除されます。 

該当する場合は、次の欄にレ印をしてください。 

 

      □生活保護世帯        □市民税非課税世帯 

 

 

＊ 生活保護世帯については保護受給証明書を、市民税非課税世帯については非課税である

ことを証する書類を添付してください。（京都市外居住者については各自治体等の住民

税が非課税であることを証する書類を添付してください。） 

 

 

 

     



第２号様式（第５条関係） 

直接指導による療育利用承認通知書 

 

年  月  日 

 

 様 

 

京 都 市 長 

（担当          ） 

 

直接指導による療育の利用について、下記のとおり承認しましたので、通知します。 

 

対象となる 

児童の氏名 

  

    年  月  日生 

保護者の氏名 

 

利 用 場 所 
□ 発達障害者支援センター 

□ 第二児童福祉センター 

開 始 年 月 日 

 

年   月   日 

利 用 料 金 

□ 負担あり（□市内居住者：１回 1500 円 □その他：１回 3000 円） 

 

□ 負担なし（免除） 

（注）該当する事項については、□内にレと表示しています。 

 

 

 

                


